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～LP ガスの取引適正化と消費者の立場～ 
開催日時　２０２２年１２月１４日（水）１０時～１２時
開催方法　オンライン（Zoom）要予約　先着90名　参加費無料

LPガスはもともと自由な料金設定が可能でしたが、料金の不透明問題など、トラブ
ルの報告も多くあります。エネルギー関連の審議会などに多く参加されている橘川先
生に、LPガス取引適正化に向けた取り組み及び、消費者の役割などについてお話い
ただきます。

講師　橘川　武郎さん（国際大学副学長）

国際大学副学長／国際大学国際経営学研究科教授

1951年生まれ。東京大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退
学。経済学博士。青山学院大学助教授、東京大学社会科学研究所教
授、一橋大学大学院商学研究科教授、東京理科大学大学院イノベー
ション研究科教授を経て現職。専攻は日本経営史、エネルギー産業
論。著書に『エネルギー・シフト』、『災後日本の電力業』などが
ある。

申込締切　2022年12月9日（金）要予約

申込方法　①フォーム　https://forms.gle/qDkpBZpZYtp1uSCX9
　　　　　②メール　nakusukai.05@saitama-k.com 
必須事項：お名前（フリガナ）、緊急時連絡先（なるべく携帯電話）

　　消費生活支援センターや市町村の消費者相談窓口へ迷わず相談を！ 
　　◆埼玉県消費生活支援センター（彩の国くらしプラザ内）　　℡０４８-２６１-０９９９
　　◆全国共通 消費者ホットライン ℡１８８（いやや！）（お住まいの市町村相談窓口につながります）

特定商取引法（以下、「特商法」）は、平成28年改正法の附則に定められた、いわ

ゆる5年後見直し規定に基づく見直しの時期を、本年12月に迎えることになります。

　全国の消費生活相談の件数は高止まりが続いており、その半数以上を特商法の対象

取引が占めています。連絡会では、消費者被害を劇的に減少させ、安全・安心な消費

生活を実現するために、下記の「私たちの獲得目標」に記載した事項を含む特商法の

抜本的改正を行う必要があると考えています。そのためには、様々な立場の組織・団

体・個人が広く手を結び、世論を喚起し、法改正の実現を求める声を強めていく必要

があります。

【私たちの獲得目標】

１　訪問販売・電話勧誘販売について、予め拒絶の意思を表明している者に対する訪

　　問勧誘・電話勧誘を禁止すること

２　インターネットによる通信販売の規制強化

３　マルチ商法等の規制の強化

⇒　連絡会への参加をぜひご検討ください。

申込方法その他お問合せはなくす会事務局までお願いします。

2005年1月の第1号ニュースレターから17年。2022年11月に第110000号号を発行
することができました。今号では、この間のニュースレターの紙面を振り返ります。

-当時を振り返って⼀⾔-

1992年からのPL法埼⽟県連絡会の
活動、1995年からの埼⽟・商品被
害をなくす会の活動を通して様々
なつながりを築いてきたことが実
を結び、現在のなくす会は誕⽣し
ました。活動委員会の取り組んだ
こんにゃくぜりーの調査、耐熱タ
ンブラーの調査など積み上げてき
た活動実績や、法律の専⾨家から
消費者まで幅広い⼈々が集まって
いるなくす会の活動には、多⽅⾯
から注⽬と期待が集まりました。

⽯川祐司さん(設⽴時の理事⻑)

特特商商法法のの抜抜本本的的改改正正をを求求めめるる全全国国連連絡絡会会（（連連絡絡会会））がが結結成成さされれままししたた

★★☆☆★★　　ニニュューーススレレタターーでで振振りり返返るる埼埼玉玉消消費費者者被被害害ををななくくすす会会　　★★☆☆★★

第第5588回回埼埼玉玉県県消消費費者者大大会会開開催催報報告告　　　　1100//2255埼埼玉玉会会館館・・オオンンラライインン

消消費費者者力力アアッッププ学学習習会会VVooll..22　　1122//1144・・オオンンラライインン　　ののごご案案内内

「自ら考え行動する消費者になろう～誰ひとり取り残さない持続可能な社会を目指し
て～」を大会スローガンに開催されました。記念講演では、Dialogue for People
フォトジャーナリスト・副代表の安田菜津紀さんから「写真で伝える今、共に生きる
とは何か　～取材から見えてきたこと～」と題して、世界各国・日本各地での取材活
動を通して見えてきた人々のくらしについて、幅広い視点でお話しいただきました。　　　　

午後の消費者課題分科会では、「知らないと損よ！消費者に身近な法律」と題して、
宮西陽子弁護士から事例をもとに詳しく解説いただきました。
◆全体会302人（会場152人・YouTube視聴150人＊視聴申し込み時）

食分科会（会場39人・Zoom30人）、消費者課題分科会（会場24人・Zoom33
人）映画分科会会場49人に参加いただきました。　

330-0064
さいたま市浦和区岸町7-11-5
TEL 048-844-8972 FAX 048-829-7444

nakusukai.01@saitama-k.com
http://saitama-higainakusukai.or.jp
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なくすなくす会会ニュースニュースレタレターー

～LP ガスの取引適正化と消費者の立場～ 
開催日時　２０２２年１２月１４日（水）１０時～１２時
開催方法　オンライン（Zoom）要予約　先着90名　参加費無料

LPガスはもともと自由な料金設定が可能でしたが、料金の不透明問題など、トラブ
ルの報告も多くあります。エネルギー関連の審議会などに多く参加されている橘川先
生に、LPガス取引適正化に向けた取り組み及び、消費者の役割などについてお話い
ただきます。

講師　橘川　武郎さん（国際大学副学長）

国際大学副学長／国際大学国際経営学研究科教授

1951年生まれ。東京大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退
学。経済学博士。青山学院大学助教授、東京大学社会科学研究所教
授、一橋大学大学院商学研究科教授、東京理科大学大学院イノベー
ション研究科教授を経て現職。専攻は日本経営史、エネルギー産業
論。著書に『エネルギー・シフト』、『災後日本の電力業』などが
ある。

申込締切　2022年12月9日（金）要予約

申込方法　①フォーム　https://forms.gle/qDkpBZpZYtp1uSCX9
　　　　　②メール　nakusukai.05@saitama-k.com 
必須事項：お名前（フリガナ）、緊急時連絡先（なるべく携帯電話）

　　消費生活支援センターや市町村の消費者相談窓口へ迷わず相談を！ 
　　◆埼玉県消費生活支援センター（彩の国くらしプラザ内）　　℡０４８-２６１-０９９９
　　◆全国共通 消費者ホットライン ℡１８８（いやや！）（お住まいの市町村相談窓口につながります）

特定商取引法（以下、「特商法」）は、平成28年改正法の附則に定められた、いわ

ゆる5年後見直し規定に基づく見直しの時期を、本年12月に迎えることになります。

　全国の消費生活相談の件数は高止まりが続いており、その半数以上を特商法の対象

取引が占めています。連絡会では、消費者被害を劇的に減少させ、安全・安心な消費

生活を実現するために、下記の「私たちの獲得目標」に記載した事項を含む特商法の

抜本的改正を行う必要があると考えています。そのためには、様々な立場の組織・団

体・個人が広く手を結び、世論を喚起し、法改正の実現を求める声を強めていく必要

があります。

【私たちの獲得目標】

１　訪問販売・電話勧誘販売について、予め拒絶の意思を表明している者に対する訪

　　問勧誘・電話勧誘を禁止すること

２　インターネットによる通信販売の規制強化

３　マルチ商法等の規制の強化

⇒　連絡会への参加をぜひご検討ください。

申込方法その他お問合せはなくす会事務局までお願いします。

2005年1月の第1号ニュースレターから17年。2022年11月に第110000号号を発行
することができました。今号では、この間のニュースレターの紙面を振り返ります。

-当時を振り返って⼀⾔-

1992年からのPL法埼⽟県連絡会の
活動、1995年からの埼⽟・商品被
害をなくす会の活動を通して様々
なつながりを築いてきたことが実
を結び、現在のなくす会は誕⽣し
ました。活動委員会の取り組んだ
こんにゃくぜりーの調査、耐熱タ
ンブラーの調査など積み上げてき
た活動実績や、法律の専⾨家から
消費者まで幅広い⼈々が集まって
いるなくす会の活動には、多⽅⾯
から注⽬と期待が集まりました。

⽯川祐司さん(設⽴時の理事⻑)

特特商商法法のの抜抜本本的的改改正正をを求求めめるる全全国国連連絡絡会会（（連連絡絡会会））がが結結成成さされれままししたた

★★☆☆★★　　ニニュューーススレレタターーでで振振りり返返るる埼埼玉玉消消費費者者被被害害ををななくくすす会会　　★★☆☆★★

第第5588回回埼埼玉玉県県消消費費者者大大会会開開催催報報告告　　　　1100//2255埼埼玉玉会会館館・・オオンンラライインン

消消費費者者力力アアッッププ学学習習会会VVooll..22　　1122//1144・・オオンンラライインン　　ののごご案案内内

「自ら考え行動する消費者になろう～誰ひとり取り残さない持続可能な社会を目指し
て～」を大会スローガンに開催されました。記念講演では、Dialogue for People
フォトジャーナリスト・副代表の安田菜津紀さんから「写真で伝える今、共に生きる
とは何か　～取材から見えてきたこと～」と題して、世界各国・日本各地での取材活
動を通して見えてきた人々のくらしについて、幅広い視点でお話しいただきました。　　　　

午後の消費者課題分科会では、「知らないと損よ！消費者に身近な法律」と題して、
宮西陽子弁護士から事例をもとに詳しく解説いただきました。
◆全体会302人（会場152人・YouTube視聴150人＊視聴申し込み時）

食分科会（会場39人・Zoom30人）、消費者課題分科会（会場24人・Zoom33
人）映画分科会会場49人に参加いただきました。　

330-0064
さいたま市浦和区岸町7-11-5
TEL 048-844-8972 FAX 048-829-7444

nakusukai.01@saitama-k.com
http://saitama-higainakusukai.or.jp

第第11号号　　22000055年年11月月1100日日発発行行

号号　　22001111年年33月月3300日日発発行行

消費者庁イラスト集より

知って納得︕LPガス 安⼼して使い続けるために

～LP ガスの取引適正化と消費者の立場～ 
開催日時　２０２２年１２月１４日（水）１０時～１２時
開催方法　オンライン（Zoom）要予約　先着90名　参加費無料

LPガスはもともと自由な料金設定が可能でしたが、料金の不透明問題など、トラブ
ルの報告も多くあります。エネルギー関連の審議会などに多く参加されている橘川先
生に、LPガス取引適正化に向けた取り組み及び、消費者の役割などについてお話い
ただきます。

講師　橘川　武郎さん（国際大学副学長）

国際大学副学長／国際大学国際経営学研究科教授

1951年生まれ。東京大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退
学。経済学博士。青山学院大学助教授、東京大学社会科学研究所教
授、一橋大学大学院商学研究科教授、東京理科大学大学院イノベー
ション研究科教授を経て現職。専攻は日本経営史、エネルギー産業
論。著書に『エネルギー・シフト』、『災後日本の電力業』などが
ある。

申込締切　2022年12月9日（金）要予約

申込方法　①フォーム　https://forms.gle/qDkpBZpZYtp1uSCX9
　　　　　②メール　nakusukai.05@saitama-k.com 
必須事項：お名前（フリガナ）、緊急時連絡先（なるべく携帯電話）

　　消費生活支援センターや市町村の消費者相談窓口へ迷わず相談を！ 
　　◆埼玉県消費生活支援センター（彩の国くらしプラザ内）　　℡０４８-２６１-０９９９
　　◆全国共通 消費者ホットライン ℡１８８（いやや！）（お住まいの市町村相談窓口につながります）

特定商取引法（以下、「特商法」）は、平成28年改正法の附則に定められた、いわ

ゆる5年後見直し規定に基づく見直しの時期を、本年12月に迎えることになります。

　全国の消費生活相談の件数は高止まりが続いており、その半数以上を特商法の対象

取引が占めています。連絡会では、消費者被害を劇的に減少させ、安全・安心な消費

生活を実現するために、下記の「私たちの獲得目標」に記載した事項を含む特商法の

抜本的改正を行う必要があると考えています。そのためには、様々な立場の組織・団

体・個人が広く手を結び、世論を喚起し、法改正の実現を求める声を強めていく必要

があります。

【私たちの獲得目標】

１　訪問販売・電話勧誘販売について、予め拒絶の意思を表明している者に対する訪

　　問勧誘・電話勧誘を禁止すること

２　インターネットによる通信販売の規制強化

３　マルチ商法等の規制の強化

⇒　連絡会への参加をぜひご検討ください。

申込方法その他お問合せはなくす会事務局までお願いします。

2005年1月の第1号ニュースレターから17年。2022年11月に第110000号号を発行
することができました。今号では、この間のニュースレターの紙面を振り返ります。

-当時を振り返って⼀⾔-

1992年からのPL法埼⽟県連絡会の
活動、1995年からの埼⽟・商品被
害をなくす会の活動を通して様々
なつながりを築いてきたことが実
を結び、現在のなくす会は誕⽣し
ました。活動委員会の取り組んだ
こんにゃくぜりーの調査、耐熱タ
ンブラーの調査など積み上げてき
た活動実績や、法律の専⾨家から
消費者まで幅広い⼈々が集まって
いるなくす会の活動には、多⽅⾯
から注⽬と期待が集まりました。

⽯川祐司さん(設⽴時の理事⻑)

特特商商法法のの抜抜本本的的改改正正をを求求めめるる全全国国連連絡絡会会（（連連絡絡会会））がが結結成成さされれままししたた

★★☆☆★★　　ニニュューーススレレタターーでで振振りり返返るる埼埼玉玉消消費費者者被被害害ををななくくすす会会　　★★☆☆★★

第第5588回回埼埼玉玉県県消消費費者者大大会会開開催催報報告告　　　　1100//2255埼埼玉玉会会館館・・オオンンラライインン

消消費費者者力力アアッッププ学学習習会会VVooll..22　　1122//1144・・オオンンラライインン　　ののごご案案内内

「自ら考え行動する消費者になろう～誰ひとり取り残さない持続可能な社会を目指し
て～」を大会スローガンに開催されました。記念講演では、Dialogue for People
フォトジャーナリスト・副代表の安田菜津紀さんから「写真で伝える今、共に生きる
とは何か　～取材から見えてきたこと～」と題して、世界各国・日本各地での取材活
動を通して見えてきた人々のくらしについて、幅広い視点でお話しいただきました。　　　　

午後の消費者課題分科会では、「知らないと損よ！消費者に身近な法律」と題して、
宮西陽子弁護士から事例をもとに詳しく解説いただきました。
◆全体会302人（会場152人・YouTube視聴150人＊視聴申し込み時）

食分科会（会場39人・Zoom30人）、消費者課題分科会（会場24人・Zoom33
人）映画分科会会場49人に参加いただきました。　

330-0064
さいたま市浦和区岸町7-11-5
TEL 048-844-8972 FAX 048-829-7444

nakusukai.01@saitama-k.com
http://saitama-higainakusukai.or.jp

第第11号号　　22000055年年11月月1100日日発発行行

号号　　22001111年年33月月3300日日発発行行

消費者庁イラスト集より

知って納得︕LPガス 安⼼して使い続けるために



－ 2－ － 3－

適格消費者団体を⽬指して

2009年3⽉5⽇に全国で7番⽬の
適格消費者団体に認定されました。
4⽉23⽇には、認定記念シンポジ
ウムを開催。地域に根差した適格
消費者団体を⽬指して活動がス
タートしました。現在は全国に
23団体の適格消費者団体があり
ます。

適格消費者団体として活動を本格化︕ 

2010年5⽉、なくす会として初の訴訟提起。
2020年7⽉20⽇和解。なくす会側の主張が
全⾯的に認められ、着物レンタルのキャン
セル条項が改善されました。

第第3377号号　　22001122年年55月月2277日日発発行行

第第4400号号　　22001122年年1111月月1155日日発発行行

第第8855号号　　22002200年年55月月1155日日発発行行

第第7777号号　　22001199年年11月月1155日日発発行行

第第6666号号　　22001177年年33月月3300日日発発行行

第第7722号号　　22001188年年33月月2200日日発発行行

㈱渡辺住研訴訟提起⇒和解

㈱MR請求訴訟提起⇒和解

㈱NTTドコモ訴訟提起⇒控訴審敗訴

㈱台企画訴訟提起⇒和解

第第7744号号　　22001188年年77月月2200日日発発行行

㈱ディー・エヌ・エー訴訟提起⇒控訴審でも勝訴

㈱トーソーコンストラクション訴訟提起⇒和解

㈱ROOKIES訴訟提起⇒訴え取り下げ

ベスト消費者サポーター賞を受賞︕ 消費者の⽬線で、活動委員会の取り組み 特定適格消費者団体として、被害回復に取り組む

第第3311号号　　22001111年年55月月2200日日発発行行 第第6600号号　　22001166年年33月月3300日日発発行行

なくす会活動委員会では、
2004年から毎年テーマを
変えて「アンケート・めや
すばこ」として調査活動を
実施しています。
2004年︓不当・架空請求
とオレオレ詐欺
2009年︓通信販売、キャ
ンセルトラブル
2014年︓価格表記、⾃動
⾞保険
2018年︓このトラブル、
知ってる︖など。
2020年からインターネッ
トフォームも活⽤。
その他、消費者⽬線で広告
表⽰改善要望活動を実施。

2018年1⽉31⽇付けで、消費者機構⽇本、消
費者⽀援機構関⻄に次いで3番⽬となる特定適
格消費者団体として認定されました。2022年、
消費者⽀援ネット北海道が認定され、現在は4
団体となっています。
2020年7⽉にはなくす会として初の被害回復
訴訟を提起。㈱ZERUTA被害者23名に分配し
ました。

第第8855号号　　22002222年年55月月1155日日発発行行

 振り返ってみると、多数の報告をこの
ニュースレターに載せていただきました。
 特に印象深い訴訟は、初めての敗訴事件
となった㈱ＮＴＴドコモの約款変更規定に
対する差⽌訴訟です。敗訴したものの、こ
の事件で私たちの視点の正しさへの⾃信と
貴重な経験を得ることができました。その
経験を⽣かした㈱ディー・エヌ・エーの免
責規定について、判決で貴重な規範を確⽴
することができました。
 これからも皆で⼒をあわせ丁寧且つ積極
的に事案に取り組みます。

⻑⽥ 淳（なくす会副理事⻑/差⽌請求・被
害回復検討委員会委員⻑）

第第8866号号　　22002200年年77月月1155日日発発行行第第7733号号　　22001188年年55月月1100日日発発行行

第第9966号号　　22002222年年33月月2200日日発発行行

広告表⽰や、利⽤規約などにおける⼀部条
項の使⽤停⽌または修正などをを求める
「申⼊書」「書⾯による事前の差⽌請求
書」を送付した事業者及び「訴訟」を提起
した事業者については、ニュースレターに
て報告するとともに、当会ホームページに
公表しています。

第第2255号号　　22001100年年55月月2200日日発発行行

第第2200号号　　22000099年年55月月2299日日発発行行

第第1122号号　　22000077年年77月月2233日日発発行行



－ 4－

～LP ガスの取引適正化と消費者の立場～ 
開催日時　２０２２年１２月１４日（水）１０時～１２時
開催方法　オンライン（Zoom）要予約　先着90名　参加費無料

LPガスはもともと自由な料金設定が可能でしたが、料金の不透明問題など、トラブ
ルの報告も多くあります。エネルギー関連の審議会などに多く参加されている橘川先
生に、LPガス取引適正化に向けた取り組み及び、消費者の役割などについてお話い
ただきます。

講師　橘川　武郎さん（国際大学副学長）

国際大学副学長／国際大学国際経営学研究科教授

1951年生まれ。東京大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退
学。経済学博士。青山学院大学助教授、東京大学社会科学研究所教
授、一橋大学大学院商学研究科教授、東京理科大学大学院イノベー
ション研究科教授を経て現職。専攻は日本経営史、エネルギー産業
論。著書に『エネルギー・シフト』、『災後日本の電力業』などが
ある。

申込締切　2022年12月9日（金）要予約

申込方法　①フォーム　https://forms.gle/qDkpBZpZYtp1uSCX9
　　　　　②メール　nakusukai.05@saitama-k.com 
必須事項：お名前（フリガナ）、緊急時連絡先（なるべく携帯電話）

　　消費生活支援センターや市町村の消費者相談窓口へ迷わず相談を！ 
　　◆埼玉県消費生活支援センター（彩の国くらしプラザ内）　　℡０４８-２６１-０９９９
　　◆全国共通 消費者ホットライン ℡１８８（いやや！）（お住まいの市町村相談窓口につながります）

特定商取引法（以下、「特商法」）は、平成28年改正法の附則に定められた、いわ

ゆる5年後見直し規定に基づく見直しの時期を、本年12月に迎えることになります。

　全国の消費生活相談の件数は高止まりが続いており、その半数以上を特商法の対象

取引が占めています。連絡会では、消費者被害を劇的に減少させ、安全・安心な消費

生活を実現するために、下記の「私たちの獲得目標」に記載した事項を含む特商法の

抜本的改正を行う必要があると考えています。そのためには、様々な立場の組織・団

体・個人が広く手を結び、世論を喚起し、法改正の実現を求める声を強めていく必要

があります。

【私たちの獲得目標】

１　訪問販売・電話勧誘販売について、予め拒絶の意思を表明している者に対する訪

　　問勧誘・電話勧誘を禁止すること

２　インターネットによる通信販売の規制強化

３　マルチ商法等の規制の強化

⇒　連絡会への参加をぜひご検討ください。

申込方法その他お問合せはなくす会事務局までお願いします。

2005年1月の第1号ニュースレターから17年。2022年11月に第110000号号を発行
することができました。今号では、この間のニュースレターの紙面を振り返ります。

-当時を振り返って⼀⾔-

1992年からのPL法埼⽟県連絡会の
活動、1995年からの埼⽟・商品被
害をなくす会の活動を通して様々
なつながりを築いてきたことが実
を結び、現在のなくす会は誕⽣し
ました。活動委員会の取り組んだ
こんにゃくぜりーの調査、耐熱タ
ンブラーの調査など積み上げてき
た活動実績や、法律の専⾨家から
消費者まで幅広い⼈々が集まって
いるなくす会の活動には、多⽅⾯
から注⽬と期待が集まりました。

⽯川祐司さん(設⽴時の理事⻑)

特特商商法法のの抜抜本本的的改改正正をを求求めめるる全全国国連連絡絡会会（（連連絡絡会会））がが結結成成さされれままししたた

★★☆☆★★　　ニニュューーススレレタターーでで振振りり返返るる埼埼玉玉消消費費者者被被害害ををななくくすす会会　　★★☆☆★★

第第5588回回埼埼玉玉県県消消費費者者大大会会開開催催報報告告　　　　1100//2255埼埼玉玉会会館館・・オオンンラライインン

消消費費者者力力アアッッププ学学習習会会VVooll..22　　1122//1144・・オオンンラライインン　　ののごご案案内内

「自ら考え行動する消費者になろう～誰ひとり取り残さない持続可能な社会を目指し
て～」を大会スローガンに開催されました。記念講演では、Dialogue for People
フォトジャーナリスト・副代表の安田菜津紀さんから「写真で伝える今、共に生きる
とは何か　～取材から見えてきたこと～」と題して、世界各国・日本各地での取材活
動を通して見えてきた人々のくらしについて、幅広い視点でお話しいただきました。　　　　

午後の消費者課題分科会では、「知らないと損よ！消費者に身近な法律」と題して、
宮西陽子弁護士から事例をもとに詳しく解説いただきました。
◆全体会302人（会場152人・YouTube視聴150人＊視聴申し込み時）

食分科会（会場39人・Zoom30人）、消費者課題分科会（会場24人・Zoom33
人）映画分科会会場49人に参加いただきました。　

330-0064
さいたま市浦和区岸町7-11-5
TEL 048-844-8972 FAX 048-829-7444

nakusukai.01@saitama-k.com
http://saitama-higainakusukai.or.jp

第第11号号　　22000055年年11月月1100日日発発行行

号号　　22001111年年33月月3300日日発発行行

消費者庁イラスト集より

知って納得︕LPガス 安⼼して使い続けるために


